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第7章 その他規則で定める事項 
 

 7.1 配慮書についての関係市町長への意見聴取 
本事業は、唐津市において新ごみ処理施設を整備するものである。また、当該事業の実施によ

り環境影響を受けるおそれがあると認められる地域は、「第３章 3.1 地域特性を把握する範囲」

に示すとおり、唐津市（１市）のみである。 
本市においては、可能な限り環境に配慮した施設整備を目指して、唐津市として施設計画及び

環境影響評価の検討を進めているものであることから、佐賀県環境影響評価条例（平成１１年佐

賀県条例第２５号）第４条の６の規定に基づく関係する地域を管轄する市町長（唐津市長）への

配慮書についての意見の聴取は行っていない。 
 


